
平成２６年（厚）第６９８号

平成２７年２月２７日裁決

主文

後記「理由」欄の第２の２記載の原処分を

取り消す。

理由

第１　再審査請求の趣旨

再審査請求人（以下「請求人」という。）

の再審査請求の趣旨は、後記第２の２記載

の原処分を取り消し、配偶者を対象者とす

る加給年金額（以下、単に「加給年金額」

という。）の加算を求めるというものであ

る。

第２　再審査請求の経過

１　請求人は、６０歳に到達した平成○年

○月○日に厚生年金保険法（以下「厚年

法」という。）附則第８条の規定による

いわゆる特別支給の老齢厚生年金（以下

「特老厚年金」という。）の受給権を取得

し、６５歳に到達した平成○年○月○日

には、厚年法第４２条の規定による老齢

厚生年金の受給権を取得してその支給を

受けていたところ、平成○年○月○日（受

付）、日本年金機構に対し、Ａ（以下「Ａ」

という。）を加給年金額の対象者である

として、「老齢厚生年金・退職共済年金

加給年金額加算開始事由該当届」を提出

した。

２　厚生労働大臣は、平成○年○月○日付

で、請求人に対し、「さきに、あなたか

らＡを加給年金額対象者として「老齢厚

生年金・退職共済年金加給年金額加算開

始事由該当届」の提出がありましたが、

老齢厚生年金の受給権を取得した当時

（昭和１６年４月２日以後に生まれた男

子および昭和２１年４月２日以後に生ま

れた女子で、特別支給の老齢厚生年金の

受給権を有する方にあっては、定額部分

の支給を受けることができることとなっ

た当時）、加給年金額対象者の生計を維

持しているとは認められないため、当該

者は加給年金額対象者とされませんので

通知します。」として、加給年金額を加

算しない旨の処分（以下「原処分」とい

う。）をした。

３　請求人は、原処分を不服として、○○

厚生局社会保険審査官に対する審査請求

を経て、当審査会に対し、再審査請求を

した。

その不服とする理由は、本件裁決書添

付別紙のとおりである。

第３　問題点

１　老齢厚生年金（特老厚年金を含む。）

の額は、その年金額の計算の基礎となる

被保険者期間が２４０月以上である者に

限り、受給権者がその権利を取得した当

時、また、当該権利を取得した当時は

被保険者期間が２４０月未満であった

が、その後２４０月以上となった場合は、

２４０月以上となるに至った当時、その

者によって生計を維持していたその者の

６５歳未満の配偶者で、かつ、当該配偶

者が将来にわたって８５０万円以上の年

収（又は６５５万５０００円以上の年間

所得）を有すると認められる者以外の者

であるときに、厚年法第４３条に定める

額に配偶者加給年金を加算した額とする

こととされている（厚年法第４４条第１

項、第５項、同法附則第８条、第１６条

及び厚年法施行令第３条の５、並びに平

成６年１１月９日庁文発第３２３５号に

よる改正後の昭和６１年４月３０日庁保

険発第２９号社会保険庁年金保険部国民

年金課長・業務第一課長・業務第二課長

通知。（以下「昭和６１年通知」という。））。

２　厚年法第３条第２項により、上記１の

「配偶者」には、婚姻の届出をしていな

いが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者（以下「事実婚関係にある者」とい

う。）を含むとされている。

３　上記１の「受給権者がその権利を取得

した当時」は、「国民年金法等の一部を

改正する法律（平成６年法律第９５号）

附則第１９条第１項の表の下欄に掲げる

年齢に達した当時」と読み替えられ（同

附則第１９条第５項）、一定条件の者は

定額部分加算開始時が加給年金額加算の



判定時期となるところ、本件の場合、請

求人は昭和○年○月○日生の男子である

ため、６２歳時（平成○年○月○日）が

判定時期（以下「本件係争時点」という。）

となるものである。

４　本件の場合、請求人が定額部分加算開

始時において、特老厚年金の受給権者で

あること、本件係争時点においてＡが

６５歳未満であることについては、当事

者において争いはなく、Ａを加給年金額

対象者と認めなかった原処分に対し、請

求人は、第２の３記載のとおり主張して

いるのであるから、本件の問題点は、本

件係争時点において、請求人と事実婚関

係にあり、請求人に生計維持されていた

として、Ａを加給年金額対象者と認める

ことができるかどうかである。

第４　当審査会の判断

１　一件記録によれば、前記第２に記載し

た事実のほかに、次の事実を認定するこ

とができる。

（1）～（6）　（略）

２　以上の認定事実に基づいて、検討し判

断する。

（1）　老齢厚生年金（特老厚年金を含む。

以下同じ）の加給年金額の対象となる

配偶者に係る生計維持関係の認定に関

して、保険者は、平成２３年４月１日

から適用するものとして、「生計維持

関係等の認定基準及び認定の取扱いに

ついて」（平成２３年３月２３日年発

０３２３第１号厚生労働省年金局長通

知を定めているが、本件係争時点は平

成○年○月○日であるから、本件にお

いては、昭和６１年通知及び「事実婚

関係の認定について」（昭和５５年５

月１６日庁保発第１５号社会保険庁年

金保険部長通知（以下、昭和６１年通

知と併せて「認定基準」という。））の

定めるところによって判断することに

なる。認定基準によると、老齢厚生

年金の加給年金額の対象となる配偶

者（厚年法第３条第２項により、婚姻

の届出をしていないが、事実上婚姻

関係と同様の事情にある者も含まれ

る。）に係る生計維持関係の認定につ

いては、生計維持関係等の認定日にお

いて生計同一に関する認定要件及び収

入に関する認定要件を満たす場合に受

給権者と生計維持関係があるものと認

定するものとされているが、これによ

り生計維持関係の認定を行うことが実

態と著しく懸け離れたものとなり、か

つ、社会通念上妥当性を欠くこととな

る場合には、この限りでないとされて

いる。そして、厚年法第３条第２項所

定の婚姻の届出をしていないが、事実

上婚姻関係と同様の事情にある者、す

なわち「事実婚関係にある者」とは、

いわゆる内縁関係にある者をいうので

あり、内縁関係とは、婚姻の届出を欠

くが、社会通念上、夫婦としての共同

生活と認められる事実関係をいうので

あって、そのためには、①　当事者間

に、社会通念上、夫婦の共同生活と認

められる事実関係を成立させようとす

る合意があること、及び、②　当事者

間に、社会通念上、夫婦の共同生活と

認められる事実関係が存することが必

要であるとされており、生計同一に関

する認定要件及び収入に関する認定要

件を満たす場合に生計維持関係にある

ものと認定するものとされている。

そして、生計同一に関する認定要件

については、認定対象者が配偶者（事

実婚関係にある者の場合を含む。）で

ある場合は、次のいずれかに該当する

必要があるとしている。

①　住民票上同一世帯に属している

とき

②　住民票上世帯を異にしている

が、住所が住民票上同一であると

き

③　住所が住民票上異なっている

が、次のいずれかに該当するとき

ア　現に起居を共にし、かつ、消

費生活上の家計を一つにしてい

ると認められるとき

イ　単身赴任、就学又は病気療養

等の止むを得ない事情により住



所が住民票上異なっているが、

次のような事実が認められ、そ

の事情が消滅したときは、起居

を共にし、消費生活上の家計を

一つにすると認められるとき

（ｱ）　生活費、療養費等の経済

的な援助が行われているこ

と。

（ｲ）　定期的に音信、訪問が行

われていること。

（2）　上記のような基準は、一般的・基

本的なものとしては相当と解されるの

で、本件をこれに照らしてみると、上

記１で認定した事実により、前記③の

イに該当しないことは明らかであるの

で、前記③のアに該当するものと認め

られるかどうかが問題となる。

（3）　そこで検討するに、上記認定事実

によると、請求人とＡは、平成○年○

月○日に協議離婚をし、本件係争時

点（平成○年○月○日）における請求

人とＡの住民票上の住所は異なってい

た。請求人は、その事実婚関係申立書

において、事実婚関係の開始日は「平

成○年○月頃」と、同居についての

申立（別居していることの理由）で

は「請求人が○○の供給公社に部屋を

かりていていずれ帰るつもりであった

為住所を移動する事ができませんでし

た。」と、経済的援助についての申立

では「Ａ宅で同居していた為生活費を

すべて出していました。」と、定期的

な音信・訪問についての申立では「同

居していました。」と述べている。そ

うして、請求人は、「請求人が○○区

に住民票がありながら、Ａが居住して

いた○○区に同居していたことは、○

○区にあるａ病院に通院入院していた

客観的事実から想定するしかありませ

ん」と主張し、「心臓カテーテル検査・

治療　説明・承諾書」を提出している

ところ、これには、請求人の住所とし

て、請求人の筆跡により、Ａの住民票

上の住所である「○○区○○○－○－

○－○」と記載されており、Ａが平成

○年○月○日に、妻としての立場で、

心臓カテーテル検査・治療に関する説

明及び承諾書に承諾の署名をしている

ことが認められるのであり、このこと

はその当時、請求人とＡが○区○○○

－○－○－○の住居において起居を共

にしていたこと及びＡが対外的にも妻

として遇されていたことを証するもの

と認められる。そうすると、請求人と

Ａは、住民票上は別住所であったが、

上記認定基準アの「現に起居を共にし、

かつ、消費生活上の家計を一つにして

いる」場合に該当するものと認めるの

が妥当である。

３　以上によれば、Ａは、本件係争時点に

おいて、請求人によって生計を維持して

いたものと認められるから、加給年金額

の加算対象者というべきである。よって、

請求人に対し加給年金額の加算をしない

とした原処分は妥当でなく、これを取り

消すべきである。

以上の理由により、主文のとおり裁決する。


